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還

暦

を
祝

し
て

謹

ん

で

本

書

を

舟

橋

淳

山

先

生

に

昭
和

三

十

六

年

三

月

奉

呈

す

る
｡

執

筆

者

司





九
州
大
学
教
授

月

橋

淳

専

十
人

教
授
は
'
明
治
三
三
年
五
月
三

一
日
大
分
県
中
津
市
に
生
れ
'
兵
塵
県
立
第

一
神
戸
中
学
校
か
ら
第

一
高
等
学
校
を
へ
て
'
大

正

一
三
年
四
月
東
京
帝
国
大
学
法
学
部
法
律
学
科
を
卒
業
さ
れ
た
｡
東
京
帝
国
大
学
大
学
院
を

へ
て
'
大
正

一
四
年
四
月
九
州
帝
国
大

学
副
手
と
な
ら
れ
'
同
年

二

一月
に
は
民
法
研
究
の
た
め
在
外
研
究
員
と
し
て
欧
米
に
留
学
を
命
ぜ
ら
れ
､
翌

一
五
年
五
月

に

出

発

cD

昭
和
四
年
五
月
帰
朝
さ
れ
る
や
'
た
だ
ち
に
九
州
帝
国
大
学
助
教
授
に
就
任
さ
れ
'
翌
五
年
に
は
教
授
に
進
ま
れ
た
｡
爾

来
二
〇
余

年
に
わ
た
っ
て
民
法
講
座
を
担
任
さ
れ
､
さ
ら
に
戦
後
は
新
制
大
学
院
の
設
置
に
と
も
な
い
同
大
学
院
私
法
専
攻

コ
ー

ス
の
指
導
教

授
を
も
担
当
さ
れ
て
い
る
｡
そ
の
間
､
民
法
に
関
す
る
幾
多
の
勝
れ
た
研
究
業
績
を
発
表
さ
れ
､
民
法
の
法
理
を
究
明
さ
れ
る
と
と

も
に
'
そ
の
か
た
わ
ら
､
日
本
私
法
学
会
､
比
較
法
学
会
､
法
社
会
学
会
な
ど
の
理
事
と
し
て
､
ま
た
､
九
州
法
学
会
理
事
長
と
し

て
､
さ
ら
に
は
日
本
学
術
会
議
第
二
期
会
員
と
し
て
'
民
事
法
学
の
発
展
に
多
大
の
貢
献
を
さ
れ
て
い
る
｡
ま
た
､
昭
和
二
一
年
に

は
九
州
大
学
学
生
部
長
に
'
同
二
四
年
に
は
法
学
部
長
に
'
そ
れ
ぞ
れ
就
任
さ
れ
､
大
学
行
政
に
尽
力
さ
れ
た
｡
し
か
も
､
学
外
で

は
'
か

っ
て
､
福
岡
地
労
委
会
長
と
し
て
､
ま
た
､
現
に
､
九
州
船
員
地
労
委
会
長
'
公
労
委
福
岡
地
方
調
停
委
員
会
委
員
長
､
九

州
地
方
鉱
業
協
議
会
委
員
長
'
法
制
審
議
会
民
法
部
会
委
員
'
司
法
試
験
考
査
委
員
な
ど
と
し
て
､
社
会
的
に
も
寄
与
し
て
お
ら
れ

る

｡教
授
の
学
界
に
貢
献
さ
れ
た
と
こ
ろ
は
'
き
わ
め
て
大
き
い
が
'
今
も
な
お
'
孜
孜
と
し
て
研
究
に
励
ん
で
お
ら
れ
る
｡
そ
れ
で

い
て
'
寸
暇
に
テ
ニ
ス
や
ス
ケ
1
-
を
さ
れ
る
と
き
の
教
授
は
､
背
年
の
よ
う
に
愉
し
げ
で
あ
る
｡



舟

橋

詩

一
教

授

著

書

及

び

論

文

目

録

略
語

民 判 時 法

政
=
法
政
研
究

(九
大
法
政
学
会
)

戟
-
法
律
時
報

(
日
本
評
論
社

･
同
新
杜
刊
)

民
=
判
例
民
事
法

(有
斐
閣
刊
)

商

=
民
商
法
雑
誌

(
弘
文
堂

･
有
斐
閣
刊
)

･著

書
不

動

産

登

記

法

(新
法
学
全
集
)

民

法

典

と

の

訣

別

(訳
著
)

民

法

総

則

(法
律
学
講
座
)

汝

釈

親

族

法

(中
川
喜
之
助
編
､
数
氏
と
共
著
)

(上
)

｢
認
知
の
効
力
｣

〔
民
第
七
八
四
条
-

第
七
八
九
条
〕
を
執
筆

昭

二

1年

日

昭

1
九
年

惇

昭
二
九
年

弘

昭
二
九
年

有

木

斐 文 信 評

三∠ゝ
i川り

閣 堂 堂 社

3( 旬

｣同

(下
)

｢
親
権
｣

〔
民
第
八

1
八
条
-
第
八

1
九
条
〕

を
執
筆

昭
二
九
年

間

謹

釈

相

続

法

(中
川
貴
之
助
編
'
数
氏
と
共
著
)

(上
)

｢単
純
承
認
｣

〔
民
第
九
二
〇
条
-
第
九
二

一
条
〕

を
執
筆

昭
二
九
年

同

同

(下
)

｢
遺
言
の
効
力
｣

〔
民
第
九
八
五
条
-

第
九
八
九
条
L
を
執
筆

昭
二
九
年

同



法

学

概

論

(宵
山
道
夫
と
共
編
)
仝
訂
版

｢
財

産

法
｣
を
執
筆

法

学

案

内

(別
冊
法
律
時
報
)

｢
債
権
総
論

･
担
保
物
権
法
｣
を
原
島
重
義
助
教
授
と
共
筆

昭
三
二
年

有

斐

閣

昭
三
二
年

日

本

評

論

新

社

物

権

法

(法
律
学
全
集
)

昭
三
五
年

有

斐

閣

･論

文
登
記
の
欠
軌
を
主
張
し
得
べ
き
第
三
者
に
つ
い
て

(加
藤
先
生
還
暦
祝
賀
論
文
集
)

私
法
の
変
遷

-
レ
ン
ホ
フ
教
授
の
所
論
に
拠
り
て

(法
政
三
の

1
)

昭

七
年

有

昭

七
年

餐

闇

～
-
デ
マ
ン
の
相
続
制
度
変
遷
諭
･-

特
に
封
建
制
よ
り
資
本
制

へ
の
過
渡
に
つ
い
て

(法
政
四
の

1
)

昭

八
年

中

間

省

略

登

記

の
効

力

(法
学
新
報
四
四
の
二
)

昭

八
年

判
例
に
現
わ
れ
た
る
鉄
道
及
び
電
鉄
交
通
事
故

(法
政
五
の
二
)

昭

九
年

.不
動
産
登
記
の
現
行
判
例
法

-
民
法
第

1
七
七
条
を
中
心
と
し
て

(時
報
六
の

l
)

昭

九
年

｢
対
抗
要
件
｣

･｢第
三
者
｣

･｢
中
間
省
略
登
記
｣

(岩
波
法
律
学
辞
典
)

昭

一
一
年

法有汰日岩

波 木 政

評 斐

書 三A 芋
1川Ij

吉 社 会 閣 会

(2)

意
思
表
示
の
錯
誤
-

民
法
第
五
九
条
の
理
論
と
判
例

(九
州
帝
国
大
学
法
文
学
部
十
周
年
記
念
法
学
論
文
集
)

昭

二

一年

有

判
例
に
現
わ
れ
た
る

｢
法
律
行
為
の
要
素
｣
の
錯
誤

(民
商
五
の
三

･
四

･
五
)

痔
殊
の
法
律
行
為
と
要
素
の
錯
誤

(
民
商
六
の
二
)

昭

二

一年

弘

昭

二

1年

同

文 斐

堂 閣



｢
分

家
｣

(穂
積
重
遠

･
中
川
善
之
助
編
､
家
族
制
度
全
集
'
法
律
篇
第
四
巻
)

昭

二

一年

河

出

書

房

｢相
続
人
の
廃
除
｣

(穂
積
重
遠

･
中
川
善
之
助
編
､
家
族
制
度
全
集
'
法
律
篇
第
五
巻
)
昭

二
二
年

寄
託
ま
た
は
賃
貸
動
産
譲
渡
と
そ
の
対
抗
要
件

(
民
商

一
〇
の
六

･
二

の

一
)

杉
之
原
舜

二
軍
士
著

｢
不
動
産
登
記
法
｣

〔
書
評
〕

(時
報

〓

の
二
)

婚
姻
前
懐
胎

･
婚
姻
後
出
生
の
子
の
嫡
出
性

(時
報

一
四
の
七
)

法
人
の
不
法
行
為
と
機
関
個
人
の
責
任

(法
政

二
二
の

一
)

隠
磨
行
為
の
効
力
に
つ
い
て

(法
政

二
二
の
四
)

川
島
武
宜
著

｢
民
法
解
釈
学
の
諸
問
題
｣

〔
書
評
〕

(時
報
二

一
の

〓

)

物
的
担
保
の
機
能
的
考
察

(法
政

一
七
の
合
併
号
)

不
動
産
登
記
制
度
の
研
究
に
つ
い
て

(時
報
二
四
の
三
)

昭

一
四
年

昭

一
四
年

昭

一
七
年

昭

一
八
年

昭

一
九
年

昭
二
三
年

昭
二
五
年

昭
二
七
年

同弘日同

文

空

木

評

論

社

法

政

学

会

同日

本

評

論

社

法

政

学

日

本

評

論

新

不
動
産
登
記
の
諸
問
題

〔
座
談
会
〕

(我
妻
栄

･
広
瀬
武
文

･
加
藤

1
郎

･
川
島

1
郎

･
野
口
政

一
･
三
井
竜
雄

･

､
堀
内
仁
と
共
に
)

(時
報
二
四
の
三
)

昭
二
七
年

同

農
家
相
続
実
体
調
査
の
中
間
報
告

･
南
部
地
区

(
私
法
七
号
)

昭
二
七
年

有

相
続
と
登
記

(穂
積
重
遠
先
生
追
悼
論
文
集

｢
家
族
法
の
諸
問
題
｣
)

昭
二
七
年

同

離
島
の
婚
姻
慣
行
-

婚
姻
に
お
け
る
武
士
と
庶
民
型

(上
村
剛

一
･
小
田
嘉

一
郎
と
共
筆
)

(法
社
会
学
二
号
)

昭
二
七
年

同

斐

閣

天
然
果
実
の
意
義
に
つ
い
て

(西
山
教
授
還
暦
祝
督
論
文
集
)

(法
政
二
〇
)

不
完
全
履
行
に
つ
い
て

(末
川
先
生
還
暦
記
念
論
文
集

｢
民
事
法
の
諸
問
題
｣
)

昭
二
八
年

法

昭
二
八
年

有

政

学

斐

閉 会



農
地
鉱
害
賠
償
の
法
学
的
研
究

(
昭
和
二
八
年
農
林
省
科
学
研
究
費
に
基
づ
-
研
究
報
告
)
昭
二
八
年

福

岡

通

産

局

｢特
定
物
｣
と
種
類
債
権
の

｢特
定
｣

(今
中
教
授
還
暦
祝
賀
論
文
集
)

(法
政
二
二
の
第
二
-
四
合
併
号
)

昭
三
二
年

生
命
侵
害
に
よ
る
損
害
の
賠
償
と
相
続

(我
妻
先
生
還
暦
祝
賀
論
文
集

｢損
害
賠
償
責
任
の
研
究
｣
)

昭
三
二
年

法

政

学

会

鉱
業
権
の
法
律
的
性
質

(
九
大
法
学
部
三
十
周
年
記
念
論
文
集

｢
法
と
政
治
の
研
究
｣
)

物

権

変

動

(法
学
セ
,,/
ナ
-

11
五
号
)

錯

誤

(
基
本
法
セ
-
チ
-
)

(法
学
セ
､､＼
ナ
-
二
六
号
)

二
つ
の

｢
不
動
産
登
記
法
｣

〔
書
評
〕

(
法
律
時
報
三
〇
の
七
)

要

素

の

錯

誤

(
基
本
法
演
習
)

(法
学
セ
ミ
ナ
ー
四

〇
号
)

労

働

委

員

会

(
菊
池
勇
夫
編
､
社
会
法
綜
説

(
上
)
に
松
田
正
己
と
共
筆
)

相

続

人

の

廃

除

(家
族
法
大
系
E=
相
続
用
)

昭
三
二
年

昭
三
二
年

昭
三
三
年

昭
三
三
年

昭
三
四
年

昭
三
四
年

昭
三
五
年

有

斐

閣

同日

本

評

論

新

社

同同同有同

斐

閣

判

例

研

究

被
欺
閏
者
の
鑑
識
の
誤
り
と
詐
欺
の
成
立

(
判
民
大

一
三
年
六

一
事
件
)

時
効
利
益
の
放
棄
と
其
の
効
力
の
及
ぶ
者

(判
民
大

二
二
年

一
二
二
事
件
)

差
押
が
時
効
中
断
の
効
力
を
発
生
す
る
時
期

(判
民
大

二
二
年
四

〇
事
件
)

譲
渡
禁
止
の
特
約
あ
る
債
権
を
目
的
と
す
る
質
権
設
定
の
効
力

(判
民
大

二
二
年
五
四
事
件
)

有同同同

斐

閣

抵
当
椎
実
行
の
通
知
を
受
く
べ
き
第
三
取
得
者
に
は
仮
登
記
権
利
者
を
も
包
含
す
る

(判
民
大

一
三
年
九
四
事
件
)

同



履
行
期
経
過
後
の
双
務
契
約
と
解
除
の
要
件

(判
民
大

二
二
年
四
九
事
件
)

同

解
除
に
お
け
る
催
告
の
相
当
期
間

(判
民
大

一
三
年
七
五
事
件
)

同

鉄
道
機
関
手
の
注
意
義
務
と
被
害
者
の
避
難
の
能
否

(判
民
大

二
二
年
三
二
事
件
)

同

｢
親
族
会
員
タ
ル
コ
-

得
ザ
ル
者
｣

(掛
認

(判
民
大

二
二
年
八
六
事
件
)

1
)
に
は
親
族
そ
の
他
縁
故
者
に
非
ざ
る
者
を
も
包
含
す
る同

遺

言

の

方

式

(判
民
大

二
二
年
六
七
事
件
)

遺
言
に
お
け
る
立
会
証
人
の
署
名
捺
印
す
べ
き
時
期

(判
民
大

二
二
年

1
六
事
件
)

不
特
定
物
の
売
買
に
お
け
る
売
主
の
咽
庇
担
保
責
任

(判
民
大

一
四
年
三
五
事
件
)

売
買
完
結
の
意
思
表
示
前
日
的
た
る
土
地
が
公
用
徴
収
に
よ
り
買
収
せ
ら
れ
た
場
合
に
お
け
る
売
買
予
約
完
結
椎

(判
民
大

一
四
年
六
二
事
件
)

鉱
業
椎
の
移
転
と
中
間
省
略
登
録

(判
民
大

一
四
年
七
七
事
件
)

民
法
第
四
六

七
条
第
二
項
に
い
う
債
務
者
以
外
の
第
三
者
の
意
義

(
民
商

一
の
二
)

昭

一
〇
年

債
権
譲
渡
の
承
諾
と
譲
受
人
の
悪
意

(
民
商

一
の
三
)

昭

一
〇
年

定
期
預
金
に
お
け
る
期
限
の
放
棄

(
民
商

一
の
五
)

昭

一
〇
年

賃
料
債
権
の
譲
渡
と
敷
金

(
民
商
二
の

一
)

昭

一
〇
年

所
有
椎
移
転

SL仮
登
記
あ
る
土
地
の
収
用
と
そ
の
後
に
な
さ
れ
た
本
登
記

(
民
商
二
の
四
)
昭

1
0
年

賃
料
支
払
の
催
告
と
敷
金

(
民
商
二
の
五
)

仮
装
売
買
の
売
主
の
地
位

(
民
商
三
の

一
)

昭

一
〇
年

昭

l
一
年

同同弘同同同同同一同

文

望



債

椎

譲

受

人

の

悪

意

(
民
商
三
の

一
)

登

記

し

得

べ

き

建

物

(
民
商
三
の
三
)

登
記
の
欠
軌
を
主
張
す
る
正
当
の
利
益
を
有
せ
ざ
る
第
三
者

(
民
商
三
の
六
)

小

作

料

定

免

と

期

限

(
民
商
四
の
二
)

異

議

を
留
め
ざ
る
債
権
譲
渡
の
承
諾
と
祇
当
椎

(
民
商
四
の
三
)

代
位
弁
済
と

抵
当
椎
移
転
登
記

(
民
商
四
の
四
)

第
三
取
得
者
の
登
記
と
保
証
人
の
代
位
登
記

(
民
商
四
の
五
)

金
銭
横
桁
の
受
遺
者
の
訴
と
そ
の
相
手
方

(
民
商
四
の
五
)

幸
手
縁
組
届
出
人
の
氏
名
の
代
署
と
其
の
事
由
の
記
載

(
民
商
瓦
の

一
)

工
事
に
よ
る
土
地
所
有
椎
の
侵
害

(
民
商
五
の
二
)

競

落

に
よ

る
所
有

椎取
得

登

記

と

そ

の

対

抗

力

(民
商

六

の
六

)

民

法

m

一

七
七
条
に
い
う
第
三
者
の
意
義

(
民
商
七
の
四
)

昭

l
一
年

間
1

一
年

間

一

一
年

昭

一

一
年

昭
一

l

隼

昭
一
一
年

昭

一
l

年

昭
lr

一

年

昭

二

TIT

昭

二

一年

昭

一
二
年

昭

l
三
勺

同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 弘

文

壁

(6)

登
記
抹
消
請
求
と
取
得
時
効
の
中
断
'
土
地
無
縮
利
者
に
対
す
る
公
売
処
分
に
よ
る
該
土
地
の
競
落
と

所
有
椎
の
取
得

(
民
商
八
の
五
)

登
記
の
火
映
を
主
張
し
得
べ
き
第
三
者

(
民
商
九
の

一
)

同

業

組

合

加

入

の
時

期

(
民
商

l
O
の

1
)

地
上
椎
登
記
義
務
と
地
代
支
払
義
務
と
の
関
係

(民
商
九
の
五
)

代
金
供
託
と
代
金
支
払
拒
絶
権
の
行
使

(
民
商

一
〇
の
三
)

昭

二
二
年

昭

一
四
年

昭
1
四

年

昭
一

四
年

昭

一

四
年

同 同 同 同 同



抵
当
椎
の
仮
登
記
あ
る
不
動
産
の
公
売
処
分

(
民
商

二

の
三
)

昭

1
五
年

同

建
物
所
有
者
と
法
定
地
上
権
の
地
代
支
払
義
務

(
民
商

二

の
五
)

昭

一
五
年

同

家
督
相
続
に
よ
る
不
動
産
の
所
有
権
取
得
と
民
法
第

1
七
七
条

(
民
商

〓

l
の
五
)

昭

1
五
年

同

乙
名
義
に
仮
装
し
た
る
本
登
記
に
つ
き
莫
所
有
者
甲
の
な
し
た
る
仮
登
記
の
効
力
'
仮
登
記
名
義
人
の
相
続
人
が

名
義
人
の
名
を
も

っ
て
抹
消
し
た
る
仮
登
記
の
回
復
登
記

(
民
商

二
二
の

一
)

昭

一
六
年

間

蓋
託
軍
託
弱
｡
不
動
産
に
つ
き
実
体
上
げ
宥
杵
を
有
せ
ざ
る
者
の
其
所
有
者
に
対
す
る
登
記
義
務
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(
民
商

l
四
の
三
)

昭

1
六
年

建
物
保
護
に
関
す
る
法
律
第

一
条
の
場
合
に
お
け
る
土
地
賃
借
権
譲
受
の
対
抗

(
民
商

一
五
の
五
)

昭

一
七
年

同

登

記

の
抹

消

と

そ

の

効

力

(
民
商

一
七
の
三
)

民
法
第
九
六
条
第
三
項
の
第
三
者
の
意
義

(
民
商

一
七
の
四
)

未
登
記
不
動
産
の
譲
渡
と
代
位
に
よ
る
保
存
登
記

(
民
商

1
八
の

1
)

調
停
成
立
に
よ
る
訴
訟
の
取
下
と
時
効
の
中
断

(
民
商

一
九
の
三
)

立

木

所

有

権

復

帰

の

対

抗

(
民
商

一
九
の
五
)

登
記
申
請
書
と
登
記
原
因
の
日
付

(
民
商
二

〇
の
五
)

不
動
産
登
記
法
第
四
四
条
の
保
証
書
作
成
者
の
責
任

(
民
商
二
三
の

一
)

偽
造
の
登
記
申
請
委
任
状
等
に
よ
る
所
有
権
移
転
の
効
力

(
民
商
二
四
の
四
)

所
有
椎
移
転
登
記
後
に
所
有
権
が
移
転
さ
れ
た
場
合
の
効
力

(
民
商
二
五
の

こ

昭

1
八
年

昭

一
八
年

昭

一
八
年

昭

一
九
年

昭

1
九
年

昭
二

一
年

昭
二
三
年

昭
二
四
年

昭
二
五
年

同 同 同 同 同 同 同 同 同 同
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相
続
登
記
を
省
略
し
て
な
し
た
登
記
の
効
力

(
民
商
三
二
の
五
)

昭
三

一
年

弘

｢分
筆
の
上
｣
登
記
を
命
ず
る
判
決
と

｢申
立
テ
ザ
ル
事
項
｣

･
一
筆
の
土
地
の

一
部
の
売
買

文

隻

(民
商
法
雑
誌
三
三
の
五
)

時
効
取
得
と

L
七
七
条
∧
判
例
百
選
∨
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三

一
年

同

昭
三
五
年

有

斐
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